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○夜間宿直業務 (17時 15分～翌日8時30分 )

○閉庁日 (土曜、日曜、祝日等)の日直業務 (3時30分～17時 15分 )は、従来どおり本庁、各支所で行います。

宿直業務、コミユニテイ活動、税

日

○変更後の執務時間

午前 8時30分～12時
(休憩時間)

午後
(12時～13時 )

13時～17時¬5分

間 I まく

※窓口業務等は体憩時間でも行つています。

団人事課 (a65-6502)

宝 く じは
豊かさ築く
チカラ持ち。
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土
地

・
家
屋
価
格
等
縦
覧
帳

簿
を
ご
覧
い
た
だ
け
ま
す

平
成
２３
年
度
固
定
資
産
評
価
額
を
決

定
し
ま
し
た
の
で
、
土
地
ま
た
は
家
屋

の
納
税
者
の
人
は

「土
地
価
格
等
縦
覧

帳
簿
」
ま
た
は

「家
屋
価
格
等
縦
覧
帳

簿
」
を
ご
覧
い
た
だ
け
ま
す
。

平
成
２３
年
度
は
３
年
に
１
回
の
評
価

替
え
の
年
度
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
地

価
が
下
落
し
て
い
る
宅
地
ま
た
は
宅
地

か
ら
比
準
す
る
土
地

（雑
種
地
な
ど
）
、

地
目
変
更
の
あ

っ
た
土
地
な
ど
は
評
価

額
を
見
直
し
ま
し
た
。
ま
た
、
平
成
２２

年
中
に
完
成
し
た
新
増
築
家
屋
は
新
た

に
評
価
額
を
決
定
し
ま
し
た
。
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時
】

４
月
１
日
（金
）～
５
月
３‐
日
（火
）

（土

。
日
曜
日
、
祝
日
を
除
く
）

８
時
３０
分
～
１７
時
１５
分

（た
だ
し
、
木
曜
日
は
１９
時
ま
で
）

【場
　
　
　
　
所
】

本
庁
税
務
課
、
各
支
所
福
祉
生
活
課

【縦
覧
で
き
る
人
】

市
内
に
土
地
家
屋
を
所
有
す
る
納
税

者
、
納
税
者
と
同
世
帯
の
人
、
委
任
を

受
け
た
人

※
本
人
確
認
の
で
き
る
も
の

（免
許
証

な
ど
）
、
委
任
状
を
持
参
く
だ
さ
い
。
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）
ま
た
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各
支
所

二]'1剖.工 :テ ィ誘翰∞撻遂 jこ―役 ζ
宝 くじの助成を受けて、北町組青海山と月宮殿田町組が長浜曳山祭 りの太鼓

及び法被等の備品を整備 され ま1し た。 この助成は、 (財 )自 治総合センバーが、

宝 くじの収益を地域に還元するために実施 しているものです。

一　
福
祉
生
活
課

日 支 夜間宿直業務 変更 4

区  分 業 務 内 容

本庁、木之本支所
夜問宿直員が、電話や戸籍関係届出書類を受け付けます。

※本庁は、従来どお りです。

浅井支所、びわ支所、

虎姫支所、湖北支所

夜間宿直員を置かず、戸籍関係届出書類は、本庁、本之本支所で受け付けます。支所の

代表番号にかかる電話は本庁に転送されます。

※浅井支所、びわ支所は、従来どおりです。

高月支所、余呉支所、

西浅井支所

夜間宿直員を置かず、戸籍関係届出書類は、本庁、本之本支所で受け付けます。支所の

代表番号にかかる電話は本之本支所に転送されます。

宝くじは、広く社会に役立てらイ1て います
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市政の動き、国民年金、回保

では、「クリエン、わかりやすい、開かれた市政」の確立のため、市民の

んに市役所内で 「どのような会議」が開催され、「どのような結果」にな

か概略をお知らせします。
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第4回長浜市歴史まちづくり協議会
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【担当課】都市計画課 (a65-6562)

第 7回長浜市景観審議会

について、歴史的風致形成建造物の指定について、長

花ついて報告するとともに、同計画の変更に係る基本
について審議した。

況
い

況
定

紹畢葵影鞄覇翔鞭梓鱒項B:3言
'行 つた。

【担当課】者Б市計画課 (金 65-6562)

※詳しくは、市ホームページ (httpi//― .city,nagahama,shiga.jp)を ご覧ください。
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¬巨平成23年度国民年金保険料 は 15,020円 /月

国民年金の保険料額が見直され、平成28年 4月 から平成24年 3月 までの保険料は月額15,020円 になりま

した。
毎月の保険料の納付を、日座振替の早割制度 (当 月末振替)に されると、保険料が月々50円 の割引にな

りお得です。手続きは日座振替を希望される郵便局・金融機関、または彦根年金事務所国民年金課まで。

また、平成23年 4月 分から平成24年 3月 分までの保険料を、納付書でまとめて納付 (前納)さ れると、

保険料が3,200円 の割引となり、たいへんお得です。納期限は平成23年 5月 2日 (月 )です。

お手元に納付書がない場合は、彦根年金事務所までご連絡ください。

※口座振替およびクレジットカードによる平成23年 4月 分から平成24年 3月 分までの 1年前納は受付を終

了しています。

2H学 生納付特例制度

国民年金には、学生本人の前年所得が一定基準以下の場合、申請して承認されると保険料の納付が猶予さ

れる「学生納付特例制度」があります。承認期間は、原則4月 から翌年3月 までです。

対象となるのは、大学 (大学院)、 短大、高等学校、高等専門学校、専修学校、各種学校等に在籍されて

いる20歳以上の学生の人です。

申請は、市保険医療課または各支所福祉生活課まで。 (学生証または在学証明書と印鑑をお持ちください。)

滋賀県の国保マスコツト

ホープちゃん

平
成
２３
年
度
の
国
民
健
康
保
険
証

が
手
元
に
届
い
て
い
な
い
人
は
、
本

庁
本
館
１
階
保
険
医
療
課
ま
で
問
合

わ
せ
の
う
え
、
お
越
し
く
だ
さ
い
。

【持
ち
物
】

①
平
成
２２
年
度
の
保
険
証

②
来
庁
者
の
本
人
確
認
が
で
き
る
も

の

（免
許
証
、
パ
ス
ポ
ー
ト
な
ど
）
。

※
世
帯
員
以
外
の
人
が
来
庁
さ
れ
る

場
合
は
、
世
帯
主
の
委
任
状
と
②

を
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

こ
ん
な
と
き
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忘
れ
ず
に
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０
国
民
健
康
保
険

へ
の
喪
失
届
出

お
勤
め
先
の
健
康
保
険
等
に
加
入

し
た
と
き
、
ま
た
は
被
扶
養
者
の

認
定
を
受
け
た
と
き

０
国
民
健
康
保
険

へ
の
加
入
届
出

お
勤
め
先
の
健
康
保
険
等
の
資
格

を
喪
失
し
た
と
き
、
ま
た
は
被
扶

養
者
の
認
定
を
外
れ
た
と
き

粛 成
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